書類⑦　提出期限3/19（木）


＜自治区No.＞
令和８年２月１０日
自治区長　様
豊田市区長会共済会　会長　高村　伸一　

豊田市区長会共済会該当行事届の提出について（依頼）

　区長会共済会における共済制度は、自治区及び自治区諸団体（又は地区コミュニティ会議）が主催する行事等の活動中における参加者の身体傷害及び自治区の賠償の責に対し、区長会共済会が見舞金又は賠償金を支払い、地域におけるコミュニティ活動の振興を目的としています。
　つきましては、見舞金等の支払に必要な次年度の該当行事の届出を別紙「令和８年度　豊田市区長会共済会該当行事届」（以下「届出」という。）によりご提出いただきますようお願いします。

【届出における注意事項】
　政治及び宗教に係る行事並びに共済会細則で除外された行事は、届出されたものであっても対象になりません。共済会会則及び細則（「自治区運営の手引」１９２ページ）をご確認の上、提出してください。また、年度途中であっても、追加行事がある場合は随時提出をお願いします。

《対象外事例》
●氏子行事・お祭り（神事）・お参り・山車の引廻し・神輿かつぎ
●自治区（子ども会等自治区諸団体も含む）が主体の事業ではないもの。
例：・市子連主催など全市的に開催されるフットサル大会等のイベント（地区予選会を含む。）
・スクールガード（登下校の見守り）等の学校行事
●自治区主催の行事の参加者が自主的に行う練習
●市のわくわく事業補助金で補助を受けている活動

《対象事例》
○地区コミュニティ会議が主体の事業…参加者の身体傷害に対する見舞金のみ対象
○自治区（子ども会等自治区諸団体も含む）が主体の事業
…参加者の身体傷害に対する見舞金・賠償責任に対する賠償金ともに対象
・道路河川愛護活動、水辺愛護会による活動。（自治区名で申請）
・市子連主催など全市的に開催される大会を目的に行う練習（自治区単位）で、日程・場所を指示して行うもので事前に届出がされ、行事当日の前３か月以内のもの。
＊自治区などが把握し、監督下にあるもの。
・自治区主催の行事の練習で、日程・場所を指示して行うもので事前に届出がされ、行事当日の前３か月以内のもの。
・ふれあいサロン・元気アップ教室・地域子どもの居場所づくり事業（自治区主催）


【提出期限】令和８年３月１９日（木）
【問合せ先】豊田市区長会事務局（市役所地域交流課内）
　　　　　　TEL３４－６６２９、FAX３５－４７４５
　　　　　　E-mail　juminjichi@city.toyota.aichi.jp
【提 出 先】各支所・豊田市区長会事務局（市役所地域交流課内）

